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  議第１６３号野洲市都市計画税条例の一部を改正する条例に対する修 

正案 

 

議第１６３号野洲市都市計画税条例の一部を改正する条例案の一部を次のよ

うに修正する。 

附則に次の１項を加える改正規定を次のように改める。 

附則に次の１項を加える。 

（令和３年度分以降の課税の特例） 

９ 第２条第１項の規定にかかわらず、令和３年度以降の年度分の都市計画 

税は、当分の間、課さない。 



 

 

議第１６３号野洲市都市計画税条例の一部を改正する条例に対する修正案 新旧対照表 

修正前 修正後 

野洲市都市計画税条例（令和元年野洲市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

野洲市都市計画税条例（令和元年野洲市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則に次の１項を加える。 附則に次の１項を加える。 

（令和３年度分の課税の特例） （令和３年度分以降の課税の特例） 

９ 第２条第１項の規定にかかわらず、令和３年度分の都市計画税は、課

さない。 

９ 第２条第１項の規定にかかわらず、令和３年度以降の年度分の都市計

画税は、当分の間、課さない。 

附 則 附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

  

    

 

 


